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① 積載効率の向上等

 ・ 複数の荷主の貨物の積合せ、共同配送、
帰り荷の確保等のための実態に即した
リードタイムの確保や荷主間の連携

 ・ 繁閑差の平準化や納品日の集約等を
通じた発送量・納入量の適正化

 ・ 配車システムの導入等を通じた配車・  
運行計画の最適化 等

 

荷主・物流事業者等の判断基準等のポイント ※2025年４月１日施行

② 荷待ち時間の短縮

 ・ トラック予約受付システムの導入や混雑
時間を回避した日時指定等による貨物
の出荷・納品日時の分散 等

 ※ トラック予約受付システムについては、単に
システムを導入するだけでなく、現場の実態
を踏まえ実際に荷待ち時間の短縮につなが
るような効果的な活用を行う

③ 荷役等時間の短縮

 ・ パレット等の輸送用器具の導入による
荷役等の効率化

 ・ 商品を識別するタグの導入や検品・返品
水準の合理化等による検品の効率化

 ・ バース等の荷捌き場の適正な確保による
荷役作業のための環境整備

 ・ フォークリフトや荷役作業員の適切な配
置等によるトラックドライバーの負担軽減
と積卸し作業の効率化 等

＜荷主・物流事業者の判断基準等＞
○すべての荷主（発荷主、着荷主）、連鎖化事業者（フランチャイズチェーンの本部）、物流事業者（トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫）に
対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、これらの取組の例を示した判断基準・解説書を策定。

パレットの利用や検品の効率化

＜荷主等の取組状況に関する調査・公表＞
○荷主等の判断基準について、物流事業者を対象として定期的なアンケート調査を行い、上記①～③の取組状況を把握する
とともに、これらの回答の点数の高い者・低い者も含め公表（点数の低い者の公表を検討する際は、ヒアリング等により適切に実態を把握する）。

＜物流に関係する事業者等の責務＞
○荷主等に該当しない、施設管理者、商社、ECモールの運営事業者、物流マッチングサービス提供事業者など、運送契約や貨
物の受け渡しに直接関係を持たないものの商取引に影響がある者についても、その取組方針や事例等を示すことを検討。

地域における配送の共同化 トラック予約受付システムの導入

② 11:00 予約

予約システムで
来てもらう時間を
整理しよう

① 10:00 予約
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特定事業者の指定基準等のポイント ※2026年４月１日施行

特定荷主・特定連鎖化事業者

取扱貨物の重量 ９万トン以上
（上位3,200社程度）

特定倉庫業者

貨物の保管量 70万トン以上
（上位70社程度）

特定貨物自動車運送事業者等

保有車両台数 150台以上
（上位790社程度）

中長期計画

○作成期間
 ・ 毎年度提出することを基本としつつ、計画内容
に変更がない限りは５年に１度提出

○記載内容
（１）実施する措置
（２）実施する措置の具体的な内容・目標等
（３）実施時期 等

定期報告

○記載内容
（１）事業者の判断基準の遵守状況（チェックリスト形式）
（２）判断基準と関連した取組に関する状況（自由記述）
（３）荷待ち時間等の状況【荷主等】

○荷待ち時間等の状況の計測方法
 ・ 取組の実効性の確保を前提としてサンプリング等の手法を許容
 ・ 荷待ち時間等が一定時間以内の場合には報告省略が可能 等

※荷主・物流事業者等の物流改善の評価・公表については、市場や消費者からの評価につながる仕組みの創設に向けて、改正物効法の枠組みと合わせて具体化。

＜特定事業者の指定基準＞
○中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられる一定規模以上の事業者（特定事業者）について、全体への寄与度が
より高いと認められる大手の事業者が指定されるよう、それぞれ以下の指定基準値を設定。

＜中長期計画・定期報告の記載内容＞

＜物流統括管理者（CLO）の業務内容＞
○物流統括管理者は、ロジスティクスを司るいわゆるCLOとしての経営管理の視点や役割も期待されているため、事業運営上
の重要な決定に参画する管理的地位にある役員等の経営幹部から選任し、 以下の業務を統括管理する。

・ 中長期計画、定期報告等の作成

・ トラックドライバーの負荷軽減とトラックへの過度な集中を是正するための事業運営方針の作成や事業管理体制の整備

・ トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための設備投資、デジタル化、物流標準化に向けた事業計画の作成・実施・評価

・ 社内の関係部門（開発・調達・生産・販売・在庫・物流等）間の連携体制の構築や社内研修の実施 等

※CLO：Chief Logistics Officer
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➢ 2024年5月15日     物流改正法 公布

➢ 2024年6月～11月    第１回～第４回合同会議（規制的措置の施行に向けた検討・取りまとめ）

➢ 2024年11月27日                 合同会議取りまとめを策定・公表

➢ 2025年１月・２月・３月 法律の施行①に向けた政省令の公布

➢ 2025年４月１日        法律の施行①

 

➢ 2025年８月          法律の施行②に向けた政省令の公布

➢ 2025年秋頃        判断基準に関する調査等の実施

➢ 2026年４月１日    法律の施行②

➢ 2026年５月末     特定事業者の届出～指定手続

→荷主は、指定後速やかに物流統括管理者の選任届出

➢ 2026年10月末※      中長期計画の提出 ※初年度のみ。2027年度以降は７月末〆

➢ 2026年秋頃（想定）  判断基準に関する調査等の実施

➢ 2027年７月末   定期報告の提出

今後のスケジュール（想定）

基本方針

荷主・物流事業者等の努力義務・判断基準

判断基準に関する調査・公表   等

特定事業者の指定

中長期計画の提出・定期報告

物流統括管理者（CLO）の選任   等

特定事業者の指定に向け
荷 主：取扱貨物重量の把握
トラック：車両台数の把握
倉 庫：保管量の把握

定期報告に向け
・実施状況把握
・荷待ち時間等の計測
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主要な補助金一覧（令和7年度補正予算等）



中堅・中小企業等の生産性向上・省力化・成長投資支援策

事業名

Ⅰ中堅・中小大規模 

成長投資補助金

※中堅企業利用可

Ⅱ中小企業成長加速化

補助金

Ⅲ中小企業新事業進出

補助金

Ⅳデジタル化・AI導入補助金 Ⅴ中小企業省力化投資

補助金（一般型）

Ⅴ中小企業省力化投資

補助金（カタログ注文型）

予算額 総額3,000億円 3,400億円(生産性革命推進事業)の内数 1,500億円 3,400億円(生産性革命推進事業)の内数 3,000億円

目 的 生産性向上や事業規模
拡大のために行う工場等の
新設など大規模な設備投
資を支援

売上高100億円を目指す成長
指向型の中小企業の大胆な設
備投資を支援

新市場・高付加価値事業へ
の新規参入にかかる設備投
資等を支援

業務効率化やＤＸの推進、サイ 
バーセキュリティ対策、インボイス制
度への対応等に向けたITツールの
導入を支援

業務プロセス自動化や生産プロ
セス改善、DX等の設備導入・シ
ステム構築等の多様な省力化
投資を促進

人手不足解消に効果がある汎用
製品をカタログから選択・導入し、
簡易で即効性がある省力化投資
を促進

補助上限

補助率

・50億円
・中堅・中小企業1/3

・5億円
・中小企業1/2

・2,500万円～7,000万円
（3,000万円～9,000万円）

・中小企業等1/2

通常枠】
・5万円～450万円
・中小企業等1/2、最低賃金近傍
の事業者2/3

【インボイス枠】
【複数者連携IT導入枠】
【セキュリティ対策推進枠】
・詳細は事業HP参照

・ 750 万円～ 8,000万円
（1,000万円～１億円）

・中小企業1/2、小規模・再
生2/3

・ 200 万 円 ～ 1,000 万 円
（300万円～1,500万円）
・中小企業1/2

補助対象

経費

建物費、機械装置費、ソフ
トウェア費、外注費、専門
家経費

建物費、機械装置費、ソフトウェ
ア費、外注費、専門家経費

建物費、構築物費、機械装
置・システム構築費、技術導
入費、専門家経費、運搬費、
ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ利用費、外注
費等

【通常枠】
ソフトウェア購入費、クラウド利用料
（最大2年分）、導入関連費

・詳細は事業HP参照

機械装置・システム構築費
（必須）、技術導入費、専
門家経費等

人手不足解消に効果があるロ
ボットやIoT等カタログに登録
された省力化製品（自動券
売機、無人搬送車等）の導
入に要する費用

要 件 ・従業員数2,000人以下
・投資額20億円以上
（100億宣言企業は15
億円以上）
・賃上げ要件あり

・投資額1億円以上
・売上高100億円の実現を目指
す宣言を行っていること
・賃上要件あり

企業の成長・拡大に向けた
新規事業への挑戦、付加価
値額、給与支給総額、事業
所内最低賃金等の要件あり

事前に事務局の審査を受け、
IT導入補助金ホームページに公開
（登録）されているITツール

労働生産性、給与支給総
額、事業所内最低賃金等の
要件を全て満たす３～５年
の事業計画書の策定及び実
行

労働生産性向上や賃上げ等
の要件を満たす事業計画に
基づいて、販売事業者と共同
で取り組む事業

公 募 5次公募予定 12月 第2次公募要領公開
開始：2月24日（火）
締切：3月26日（木）15時

１２月 第３回公募要領公開
開始：2月17日（火）
締切：3月26日（木）18時

未定 12月 第５回公募要領公開
開始：令和8年2月2日(月)
締切：令和8年2月27日(金)

随時受付中

令和8年２月16日時点版

■大幅賃上げ特例（補助上限額を上乗せ）
：省力化投資100万円～2,000万円

■最低賃金引上げ特例（補助率を2/3に引き上げ、小規模・再生事業者は除く）
：省力化投資(一般型)

■大幅賃上げ特例
（補助上限額を上乗せ）
：500万円～2,000万円

※補助金額1,500万円までは
   1/2もしくは2/3、1,500万円  
を超える部分は1/3

9

※3か月以上地域別最低賃金+50
円以内で雇用している従業員が全
従業員の30％以上であることを示し
た事業者
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省力化投資補助金（カタログ注文型・一般型）

人手不足や生産性向上を目的に、中小企業がIoT・ロボットなどの省力化設備や

システムを導入する費用の一部を国が補助。

建設業

40%

製造業

21%運輸業

1%

小売業

7%

その他

18%
• 省力化製品のカタログから選んで導入。
• 建設業・製造業・飲食サービス業の採択者が多い。
• 測量機（706）、スチームコンベクションオーブン
（175）、券売機（125）が多い。※（）は交付決定件数

カタログ注文型

一般型

• オーダーメイドで多様なニーズに対応。
• 建設業・製造業の採択者が多い。

主たる業種別の採択件数割合

建設業

13%

製造業

58%運輸業

1%

卸売業

7%

小売業

3%

その他

18%

飲食
サービス業
11%

公募日：カタログ型 随時受付中
一般型 2026年2月上旬予定（第5回）

カタログ型

一般型
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カタログ注文型 活用事例集
中小企業庁

省人化
→1人・1日142分の削減
事務職員が現場まで往復する
時間が減り、業務効率化

人員の有効活用
→担当者の残業時間が減少し、
新たな業務にチャレンジ

活用事例
(カタログ型)

自動仕分けロボット導入事例
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一般型公募 採択結果
独立行政法人 中小企業基盤整備機構

活用事例
(一般型)
自動仕分けロボット導入事例

作業効率の向上
→ヒューマンエラーや再検品作業を大幅
に削減。

余剰コスト削減
→仕分け作業人数約５０％削減
   現行の人数で従来の約４倍の   
仕分け・出荷作業が可能に
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中小企業デジタル化・AI導入支援事業（通常枠）

中小企業・小規模事業者等が、デジタル化やDX等に向けたITツール（ソフト
ウェア、サービス等）の導入を支援。

ツールの導入関連費に加えて導入後の「活用」支援も対象。

IT導入補助金2026 HP
・ITツール活用事例
・交付決定事業者一覧

次回公募日：未定
令和7年度補正予算分から、 
通称「デジタル化・AI導入補助金
（旧：IT導入補助金）」と名称を変更。
詳細は調整中。
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作業効率の向上
→売上集計の処理時間が３０％以上短縮、
計算ミスによる誤請求が削減

IT化の促進
→他の業務(労務管理、社員教育等)のIT
化を進める自信がついた

活用事例
(IT導入補助金)
販売管理システム
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小規模事業者持続化補助金（通常枠）

小規模事業者等が、商工会・商工会議所と一緒に「経営計画」を作成し、当該

計画に基づいて行う販路開拓等の取組への補助支援。

※対象となる小規模事業者は、従業員数が「商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）の場合5人以下、製造業または
それ以外は20人以下の事業者。

幅広い経費が対象で使いやすい。

補助対象経費科目 活用事例

①機械装置等費 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等

②広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等

③ウェブサイト関連費 ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費

④展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等（オンラインによる展示会・商談会等を含む）

⑤旅費 販路開拓（展示会等の会場との往復を含む）等を行うための旅費

⑥新商品開発費 新商品の試作品開発等に伴う経費

⑦借料 機器・設備等のリース・レンタル料（所有権移転を伴わないもの）

⑧委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼（契約必須）

中小企業向け補助金・総合支援
サイト

ミラサポplus
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参考①
DX施策パッケージ

「DX施策パッケージ」
中国経済産業局ＨＰ公表

https://www.chugoku.meti.go.jp/seisaku/tiiki/it-digitalkanren/pdf/dxpackage.pdf

https://www.chugoku.meti.go.jp/seisaku/tiiki/it-digitalkanren/pdf/dxpackage.pdf
https://www.chugoku.meti.go.jp/seisaku/tiiki/it-digitalkanren/pdf/dxpackage.pdf
https://www.chugoku.meti.go.jp/seisaku/tiiki/it-digitalkanren/pdf/dxpackage.pdf
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参考②
「人材活用ガイドライン」の概要

経営と人材の課題の洗い出し⇒人材戦略の検討⇒実践
の３ステップで検討

「中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン」表紙
中小企業庁ＨＰ公表

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline.html

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline.html
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